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議案番号 件　　　　　　　　　　名 頁

議案第２号
かずさ水道広域連合企業団水道用水供給事業及び水道事業の設置
等に関する条例新旧対照表
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1
/
1 

か
ず
さ
水
道
広
域
連
合
企
業
団
水
道
用
水
供
給
事
業
及
び
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
１
年
か
ず
さ
水
道
広
域
連
合
企
業
団
条
例
第
９
号
）
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）
 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）
 

第
６
条
 
法
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６

７
号
）
第
２
４
３
条
の
２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
水
道
用
水
供
給
事
業
及
び

水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
５
０
万
円

以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。
 

第
６
条
 
法
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６

７
号
）
第
２
４
３
条
の
２
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
水
道
用
水
供
給
事
業
及
び
水
道

事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
５
０
万
円
以
上

で
あ
る
場
合
と
す
る
。
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